
 

 

報  告  第  １  号  

 

 

専決処分の報告について  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。  

 

令和４年２月２８日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

和解及び損害賠償の額の決定について  

 

 



 

 

○写  

処      分      書  

 

専  決  第  １４  号  

 

 

和解及び損害賠償の額の決定について  

 

公用車の事故について、次のとおり和解し、損害賠償の額を決定する。  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分する。  

 

令和３年１２月２２日  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

１  和解の相手方   （省  略）  

 

 

 

２  事故の概要  

令和３年５月２１日午後０時１７分頃、新居浜市役所総合倉庫前（一宮町一丁目１４

番１８号）において、移動のため後進していた公用車と進入してきた相手方の普通自

動車とが接触し、双方の車両が損傷した。  

 

３  和解の内容  

（１）新居浜市は、相手方に対し、車両を損傷させたことに係る損害賠償債務として、   

金３２万６，２２７円の支払義務があることを認める。  

（２）相手方は、新居浜市に対し、公用車を損傷させたことに係る損害賠償債務として、



 

 

金２万７，５００円の支払義務があることを認める。  

（３）新居浜市と相手方は、本件事故に関し、前２号に掲げる事項以外には、一切の債

権債務のないことを相互に確認する。  

 


